
男性の育児休業

令和５年度
神奈川県石油業協同組合
働き方改革推進支援事業



男性の育児休業の現状

出典：厚生労働省「雇用均等基本調査」



男性育児休業の取得率
政府目標

• 公務員８５％（１週間以上の取得率）
• 民間 ５０％２０２５年

• 公務員８５％（２週間以上の取得率）
• 民間 ８５％２０３０年

内閣官房：こども未来戦略会議（第８回）「こども未来戦略」案より



男性の育児休業の課題
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代替要員の確保

男性自身に育児休業を取る意識がない

休業中の賃金補償

前例（モデル）がない

職場がそのような雰囲気ではない

社会全体の認識の欠如

キャリア形成において不利になる懸念

上司の理解が進まない

その他

無回答

事業所 従業員

出典：東京都産業労働局「平成元年度東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書」（R2年3月）を
もとに東京海上日動リスクコンサルティング(株)作成



育児休業制度の概要①

原則、子どもが1歳になるまで、子ども1人につき1回。ただし、次のような場合は、1歳を超えて育児休業を取得可能。

原則、『1歳になるまでの子ども』を育てる男女労働者が取得できる

ポイント

ポイント

育児休業取得の申出の時点で次の①②を満たす労働者が取得可能
①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
②子が1歳6か月に達する日までに、労働契約（更新される場合には、更新後の契約）の
期間が満了することが明らかでないこと

子どもが1歳以降、保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合 1歳6か月になるまで

子どもが1歳6か月以降、保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合 2歳になるまで

育児休業は育児・介護休業法で取得が認められている

妻が専業主婦や育休中でも、夫は育児休業を取得可能

派遣社員や契約社員などの有期契約労働者も取得可能



育児休業制度の概要②
○両親で協力して育児休業を取得するための特例

「パパ休暇」
出生後8週間以内に、育児休業を開始し、かつ終了した場合、再度の
取得が可能！

産後休業

育児休業 育児休業

育児休業

夫(特例の活用例)

出産 8週間 1歳2か月1歳取得例

妻

ポイント

「パパ・ママ育休プラス」
両親がともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２か月に達するまで
の間、育児休業が取得可能！（取得期間は産後休業期間を含め１年間）

ポイント

9/1 10/27 8/31 10/31



産後パパ育休制度①
２０２２年１０月１日施行

育休制度
（2022.10.1～）

原則、子が１歳
（最長２歳）に
なるまで

原則、1か月前まで

① 対象期間、取得可能期間
子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能

② 申出期限
原則、休業の２週間前まで

※ただし、職場環境の整備などについて、今回の制度見直し
により求められる義務を上回る取組の実施を労使協定で定
めている場合は、１か月前までとしてよい。

新制度（産後パパ育休）
（育休とは別に取得可能）（2022.10.1～）

育休制度
（現行）

原則、子が１歳
（最長２歳）に
なるまで

原則、1か月前まで

原則、分割不可
※パパ休暇（子の出生後

８週間以内に父親が育
休取得した場合には再度
取得可）あり。

分割して2回取得
可能（取得の際に
それぞれ申出）

③ 分割取得
分割して２回取得可能
（はじめにまとめて申し出が必要）



産後パパ育休制度②
育休制度

（2022.10.1～）
育休制度
（現行）

④ 休業中の就業
労働者の意に反したものとならないよう、労使協定を締結し
ている場合に限り、労働者と事業主の合意した範囲内で、
事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。

原則就業不可

【具体的な流れ】
１．労働者が就業しても良い場合は事業主にその条件を申出
２．事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時

間を提示※

３．労働者が同意
４．事業主が通知
※ 就業可能日等には以下の上限が設定される

• 休業期間中の労働日・所定労働時間の半分
• 休業開始・終了日を就業日とする場合は当該日の所定

労働時間数未満

新制度の育児休業期間も、育児休業
給付（給付率：67%（180日間まで））
の対象となる
※休業中に就業日がある場合は、就業日数が

最大10日（10日を超える場合は就業して
いる時間数が80時間）以下である場合に、
給付の対象となる。

新制度（産後パパ育休）
（育休とは別に取得可能）

原則就業不可



産後パパ育休制度③
休業中の就労における就労可能日の上限

●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
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